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鳥取県汁護士会憲法シンポジウ

額生活保護法減額違憲達…訴訟
「いのちのとりで裁判」

した。憲法は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」した。 思） は
保障してし、ます。

営む権利」の重要性、本件訴訟の経緯を一緒に学び考えましょう
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弁護士

このシンポジウムを通して、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を、権利」 の重要性、 本件訴訟の経緯を一緒に学び考えましょう。

５年６月、最高裁判所は、生活保護利用者らが提起した訴訟において生活
準の引下げの違法性を認め、保護費の減額処分を取り消す判決を言い渡しま
憲法は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 （憲法２５条１項）を

護士会憲法シンポジウム

法律事務所Ｚ代表弁護士・富山オフィス
富山県弁護士会所属
内閣府・消費者庁勤務、企業内弁護士等を経て、
法律事務所Ｚを創立。訴訟戦略に強みを持つ。大
阪大学大学院等で教鞭を執り、憲法・行政法訴訟
にも注力。生活保護基準引下げ違憲訴訟では、弁
護団の一員として最高裁における勝訴判決を支え
た。
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００名（先着順）
当日までに鳥取県弁護士会ホームページ及びＦａｃｅｂｏｏｋ上に参加
リンクを掲載予定です。し、ずれかをご確認の上ご参加くださし、。
ホームページ
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主催：鳥取県弁護士会
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日本弁護士連合会

　

中国地方弁護士会連合会

〒，巻糠様噂ｏｉｌ鴬取締簾節２‐２２１三一

丁鎚ＩＤ聡慧７袋警部９１２／弾じＫＯ懲写プー２２‐３９２０

塾－ゲストスピーチ

当事者の声を伺うため、 「鳥取市生活と健
康を守る会一

　

角谷敏男会長及び同会会員に
よるゲストスピーチを予定しています。
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